
6月は「長崎県まちづくり月間」です

第33回 長崎県
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長 ll奇県内に住んでいる小学生であれば、

だれでも応募できます。 (1人 1作品まで )

・ 最優秀賞 賞状と副賞…… 1点
・ 優秀賞  賞状と副賞…… 5点
・ 入選 賞状と副賞・………約15点
・ 奨励賞 賞状……・……"約70点

・絵の大きさは4つ切り (540X380)と します。
・絵に突起靱など紙以外の貝占付はしないでください。

・裏面の応募票 (コ ピー可)を作品の裏 (右下)に必ず

貼つてください。

・ 応募者全員に参加賞があります。

・ 今回の本コンクールは県政 150周年記念絵画

コンクールを兼ねています。

・最優秀賞受賞者は令和3年 11月 14日 (日 )に開催される

県政150周年記念イベントにおいて表彰します。

・最優秀賞作品は来年の本コンクールのポスターに

掲載を予定しています。

・ お問い合わせは、県庁都市政策課lTEL 095‐8943031)
もしくは最寄りの市役所・ 町役場へ。

みなさんが住んでいるまちの市役所または阿役場の

まちづくり担当課 (都市計画課、都市政策課、建設課など)ヘ

届けてください。

【長l埼県土木部都市政策課ホームページ】

令和3年 9月 3日 (金 )まで 長崎県 まちづくりの絵

唄
※審査結果は、10月下旬頃に小学校を通じて受賞者へ通矢[lします。

また、長崎県土木部都市政策課ホームページにも掲載します。
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【応募票】第33回 長崎県まちづくりの絵コンクール
r^

ユ 小学校 年

ふ りが な

名 前

コ メ ン ト

※作品の裏 (右下)に貼つてください。

(切 りとり線〉

※上の応募票を作品の裏(右下)に貼つてください。

※コメント欄にはどういうことを考えて作品を描いたかを書いて

ください。
おうぼ さくひん   き さい  がっこうめい がくねん  な まえおよ

※応募作品は記載の学校名。学年・名前及びコメントとともにホーム
けいさい てん じ かいなど けい じ  おこな  ば あい

ページでの掲載や展示会等での掲示を行う場合があります。
さいゆうしゅうしようさくひん がっこうめい がくねん  な まえ  き さい  うえ らいねん  ほん

※最優秀賞作品は学校名。学年・名前を記載の上、来年の本コンクール
けいさい   よ てい

のポスターに掲載をラ定しています。
な まえ かんきょう ひよう じ かん じ ば あい

※お名前が、アヽソコン環境によつて表示できない漢字がある場合は、
じゅしょうしゃ  はつぴょうじ  じょうようかん じ   か など  けいさい

受賞者の発表時に常用漢字に換えてホームページ等に掲載する
りようしようねが

ことがありますので、あらかじめご了承願います。

※長崎県土木部都市政策課
(httpsi//Ⅵ― .prefenagasakic,p/seCtiOn/tosh卜 Sei/)

長崎県 まちづくりの絵
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